
　

運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
す

る
高
齢
者
へ
の
支
援
制
度
が
あ

り
ま
す
。
運
転
免
許
証
の
返
納

は
警
察
署
で
で
き
ま
す
。

自
主
返
納
後
に
受
け
ら
れ
る
支
援

　

次
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
１
つ
、

１
回
限
り
。

▽�

市
内
タ
ク
シ
ー
会
社
で
使
用

で
き
る
１
万
円
相
当
の
タ
ク

シ
ー
利
用
助
成
券

▽�

一
部
を
除
く
広
島
県
内
の
路

線
バ
ス
な
ど
で
使
用
で
き
る

１
万
円
相
当
の
交
通
系
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド

※
登
録
料
を
含
み
ま
す
。

対
象　

　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人
。

▽�

運
転
免
許
証
返
納
時
に
、
市

内
に
住
民
登
録
し
て
い
る
65

歳
以
上
の
人

▽�

有
効
期
限
内
の
運
転
免
許
証

を
警
察
に
自
主
返
納
し
た
人

※
す
で
に
失
効
し
た
運
転
免
許

証
は
、
自
主
返
納
に
該
当
し
ま

せ
ん
。

制
度
を
利
用
で
き
る 

タ
ク
シ
ー
会
社

▽
ア
シ
ナ
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
㈱

▽
中
国
タ
ク
シ
ー
㈱

▽
エ
ク
シ
ー
ド
タ
ク
シ
ー
㈲

▽
昭
和
タ
ク
シ
ー
㈲

申
請
時
に
持
参
す
る
も
の

▽�

運
転
免
許
の
取
消
通
知
書
ま

た
は
運
転
経
歴
証
明
書

▽
印
鑑

※
運
転
免
許
の
取
消
通
知
書
は
、

運
転
免
許
証
返
納
時
に
発
行
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
運
転
経
歴
証

明
書
で
申
請
す
る
場
合
は
、
返

納
日
の
確
認
の
た
め
交
付
に
時

間
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
（
☎
４
３-

７
１
１
５
）

高
齢
者
運
転
免
許
証
返
納

支
援
制
度�
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い

運
転
に
不
安
を
感
じ
た
ら
…

５
月
11
日（
土
）～
20
日（
月
）は

　交通ルールを守り、思いやりの輪をみんなで
広げて交通事故をゼロにしましょう。
◎自転車安全利用の推進

▽自転車は、車道左側通行が原則です。

▽ �飲酒運転・二人乗り・並進の禁止を徹底し、
スマートフォン・ヘッドホンなどを使用しな
がらの危険通行はやめましょう。

▽ �子どもはヘルメットを着用し、交通ルールを
守りましょう。　
◎飲酒運転は犯罪です。

　お酒を飲んだら絶対に運転はしない。「乗ら
ない」「乗せない」「飲ませない」を守りまし
ょう。　　　　　　　　　　
◎�後部座席を含めた全ての座席のシートベルト
とチャイルドシートを正しく着用しましょう。

交通事故防止のため反射タスキなどを配布
　夕暮れ時や夜間の交通事故を防止するため、
反射材用品を配布します。
配布する反射材用品

　 ▽反射タスキ　 ▽靴に貼るシール
※どちらも１人１つまで。
対象　市内在住の人
配布窓口　市役所総務課、上下支所総務係、
　府中交通安全協会（府中警察署内）
※住所が確認できるものを提示してください。

運
動
期
間
中
の
行
事　
　
　
　
　
　

◎
街
頭
啓
発
活
動

　

交
通
安
全
の
啓
発
の
た
め
、
府
中
市
役

所
前
交
差
点
で
チ
ラ
シ
な
ど
を
配
り
ま
す
。

と
き　

５
月
10
日（
金
）14
時
～

と
こ
ろ　

市
役
所
前
交
差
点

◎
地
域
交
通
安
全
教
室

　

ド
ラ
イ
バ
ー
ズ
ド
ッ
ク
や
自
動
ブ
レ
ー

キ
な
ど
が
付
い
た
先
進
安
全
自
動
車
の
乗

車
体
験
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。
運
転
免
許

証
を
持
っ
て
い
な
い
人
も
参
加
で
き
ま
す
。

　

雨
天
の
場
合
は
、
内
容
を
変
更
し
て
実

施
し
ま
す
。

と
き　

５
月
18
日（
土
）９
時
～
12
時

と
こ
ろ　

府
中
自
動
車
学
校

参
加
料　

無
料

５月20日（月）は
交通事故死ゼロを目指す日です

平
成
31
年
広
島
県
交
通
安
全
年
間
ス
ロ
ー
ガ
ン

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

危
険
だ
よ　

　
　

ス
マ
ホ
に
夢
中
の　

　
　
　
　
　
　
　

そ
こ
の
君

問
い
合
わ
せ
先　

　

総
務
課
（
☎
４
３-

７
１
１
５
）
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